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会員の皆さまへ 

株式会社ビューカード 

会員規約改定のお知らせ 

拝啓 

平素は、ビューカードをご愛顧賜り誠にありがとうございます。 

このたび、今後もお客さまにより安心してサービスをご利用いただくことを目的として、ビューカード会員規約ならびに Apple Payモバイ

ルペイメント特約を下記のとおり 2025年 4月 1日に改定いたします。 

敬具 

記 

現行 改定後 

第 2章 カードショッピング条項 

（略） 

第 26条（カードショッピングの支払い）  

1 カードショッピングの支払区分は、1回払い、2回払い、分割払い、ボ

ーナス一括払い、ボーナス併用払い、リボルビング払いのうちから会員

がカード利用の際に指定することができます。ただし、一部の加盟店で

は支払区分が限定されている場合又は支払区分が指定できない場合が

あります。また、海外でカードを利用した場合は原則として 1回払いと

します。 

2 前項にかかわらず「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、リボル

ビング払いのみとします。 

第 2章 カードショッピング条項 

（略） 

第 26条（カードショッピングの支払い）  

1 カードショッピングの支払区分は、1回払い、2回払い、分割払い、ボ

ーナス一括払い、ボーナス併用払い、リボルビング払いのうちから会員

がカード利用の際に指定することができます。ただし、一部の加盟店で

は支払区分が限定されている場合又は支払区分が指定できない場合が

あります。また、海外でカードを利用した場合は原則として 1回払いと

します。 

2 前項にかかわらずビューカード スタンダード（リボ）の支払区分は、

リボルビング払いのみとします。 
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(略) 

 

第 3章 カードキャッシング条項 

(略) 

第 34条（カードキャッシングの支払い）  

1 国内におけるカードキャッシングによる融資金は 1万円単位とし、1回

払い又はリボルビング払いのいずれかを、会員がカード利用の際に指

定することができます。なお、当社が提携している現金自動貸付機等

（CD・ATM）を運営している金融機関の取扱い等により、特定の CD・ATM

において利用できない取引があり、また CD・ATMの設置駅、店舗の営業

時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 

2 海外におけるカードキャッシングの利用に関しては、Visa、マスターカ

ード社又は JCB が指定する現地通貨単位を用いて貸付けを実行するも

のとし、お支払いは当社所定の為替レートを基準として日本円に換算

した金額で、１回払いにて行うものとします。 

3 「ビュー・スイカ」リボカードの支払区分は、前 2項にかかわらずリボ

ルビング払いとします。 

 

(略) 

 

 

 

 

(略) 

 

第 3章 カードキャッシング条項 

(略) 

第 34条（カードキャッシングの支払い）  

1 国内におけるカードキャッシングによる融資金は 1万円単位とし、1回

払い又はリボルビング払いのいずれかを、会員がカード利用の際に指

定することができます。なお、当社が提携している現金自動貸付機等

（CD・ATM）を運営している金融機関の取扱い等により、特定の CD・ATM

において利用できない取引があり、また CD・ATMの設置駅、店舗の営業

時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。 

2 海外におけるカードキャッシングの利用に関しては、Visa、マスターカ

ード社又は JCB が指定する現地通貨単位を用いて貸付けを実行するも

のとし、お支払いは当社所定の為替レートを基準として日本円に換算

した金額で、１回払いにて行うものとします。 

3 ビューカード スタンダード（リボ）の支払区分は、前 2項にかかわら

ずリボルビング払いとします。 

 

（略） 
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Apple Payモバイルペイメント特約 

 

第 1章 総則 

(略) 

第 2条（用語の定義） 

(略) 

(7)「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カ

ードによるショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な

番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者

に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用い

て Apple Pay を利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締

結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトーク

ン番号が発行されます。 

 

（略） 

 

Apple Payモバイルペイメント特約 

 

第 1章 総則 

(略) 

第 2条（用語の定義） 

(略) 

(7)「トークン番号」とは、利用者が本件モバイル端末を使用して指定カ

ードによるショッピング利用を行う場合にのみ使用することが可能な

番号であって、指定カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者

に発行される番号をいいます。なお、利用者が同一の指定カードを用い

て Apple Pay を利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締

結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトーク

ン番号が発行されます。一部ショッピング利用の場合は、これとは異な

る方法が取られます。 

（略） 

以 上 


